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第

一

は

じ

め

に

第
二
株
式
法
の
コ
ン
ツ
ニ
ル
ン
決
算
書
規
制

第
三
株
式
法
の
規
制
の
問
題
性

第
四
指
令
に
よ
る
連
結
義
務
と
そ
の
範
囲

第
五
連
結
の
除
外
規
定

第
六
む
す
び

E
C
理
事
会
第
七
号
指
令
は
、

E
C
加
盟
国
に
お
け
る
財
務
諸
表
連
結
を
規
制
す
る
会
社
法
上
の
規
定
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
る
、

第
七
号
指
令
は
、
既
に
公
表
さ
れ
て
い
る
個
別
財
務
諸
表
に
関
す
る
第
四
号
指
令
を
基
礎
に
し
て
、
経
済
的
統
一
体
た
る
企
業
集
団
に
、

そ
の
経
済
活
動
の
実
体
を
反
映
し
た
比
較
可
能
な
連
結
会
計
情
報
を
作
成
、
公
表
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
が
、
同
指
令
は
、

E
C
第
七
号
指
令
に
よ
る
連
結
の
範
囲
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な
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
。

第
三
五
巻
第
一
号

九
七
0
年
の
E
E
C

会
計
士
・
会
社
法
ス
ク
デ
ィ
・
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
指
令
素
案
に
始
ま
り
、
•
そ
の
後
の
長
期
間
に
わ
た
る
駆
け
引
き
を

経
た
の
ち
、

一
九
八
＿
―
-
年
五
月
一
六
日
、

E
C
閣
僚
理
事
会
が
全
会
一
致
で
承
認
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
同
年
六
月
一
三
日
付
E
E
C
指

(

1

)

 

令
8
4
/
3
4
9

と
し
て
公
表
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
財
務
諸
表
連
結
に
関
す
る
規
制
は
ア
メ
リ
カ
、

イ
ギ
リ
ス
よ
り
相
当
遅
れ
、

法
に
よ
っ
て
コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
決
算
書
と
し
て
そ
の
作
成
・
公
表
が
制
度
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
規
制
内
容
は
、
連
結
の
範
囲
が
か
な
り
限

定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
投
資
勘
定
と
相
殺
消
去
さ
れ
る
連
結
対
象
子
会
社
の
自
己
資
本
額
が
取
得
日
ま
た
は
支
配
獲
得
日
を
基
準
と
し
て

で
は
な
く
、
決
算
日
ご
と
に
算
出
さ
れ
る
た
め
、
消
去
差
額
が
毎
期
変
動
す
る
こ
と
、
持
分
法
が
採
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
が
特
徴

的
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
同
時
に
批
判
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
財
務
諸
表
連
結
の
法
的
規
制
の
基
礎
と
な
る
連
結
の
範
囲
を
中
心
に
据
え
、
西
ド
イ
ッ
株
式
法
に
よ
る
連
結
範
囲

の
定
義
に
対
す
る
批
判
、
す
な
わ
ち
連
結
に
組
入
れ
ら
れ
る
べ
き
会
社
の
範
囲
が
不
明
確
か
つ
狭
小
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
第
七
号
指
令

に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
同
指
令
の
規
定
す
る
連
結
範
囲
は
も
は
や
こ
う
し
た
批
判
を
解
消
す
る
も
の
と

(
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seqq. 
E
C滓
R

七
号
指
令
に
関
す
る
文
献
と
し
て
、
黒
田
全
紀
「
連
結
財
務
諸
表
に
関
す
る
E
C
理
事
会
第
七
号
指
令
の
基

礎
」
会
計
―
二
五
巻
一
号
（
一
九
八
四
）
四
三
頁
以
下
、
岸
田
雅
雄
「
E
C
第
七
号
指
令
と
結
合
企
業
会
計
」
神
戸
法
学
雑
誌
三
四
巻
二
号
（
一

九
八
四
）
三
ニ
ー
頁
以
下
が
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
論
稿
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。

関
法

九
八

一
九
六
五
年
株
式

（
九
八
）



り
、
ど
の
よ
う
な
企
業
が
コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
企
業
に
該
当
す
る
か
と
い
う
定
義
は
、
株
式
法
一
六
条
、

っ
て
導
か
れ
る
。
さ
ら
に
、
株
式
法
三
二
九
条
一
項
、
二
項
は
、
こ
れ
ら
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企
業
の
う
ち
い
か
な
る
範
囲
の
も
の
が
コ
ン

ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
に
組
入
れ
ら
れ
る
か
を
規
定
す
る
。

つ
ま
り
、
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
ま
ず
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
と
い
う
概
念
が
先
に
あ

(
2
)
 

り
、
連
結
財
務
諸
表
に
つ
い
て
は
、
そ
の
確
定
さ
れ
た
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
決
算
書
と
し
て
構
成
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
株
式
法
は
以
下
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
同
法
一
六
条
一
項
は
、
法
律
上
独
立
す
る
企
業
の

持
分
の
過
半
数
あ
る
い
は
議
決
権
の
過
半
数
が
他
の
企
業
に
帰
属
す
る
場
合
、
当
該
企
業
は
過
半
数
被
参
加
企
業
で
あ
り
、
他
の
企
業
は

過
半
数
参
加
企
業
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
同
法
一
七
条
一
項
は
、
従
属
企
業
と
は
、
法
律
上
独
立
す
る
企
業
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
対
し

て
他
の
企
業
（
支
配
企
業
）
が
直
接
ま
た
は
問
接
に
支
配
的
影
響
力
を
及
ぼ
し
う
る
も
の
で
あ
る
と
し
、

被
参
加
企
業
は
過
半
数
参
加
企
業
に
従
属
す
る
も
の
と
推
定
す
る
。
こ
れ
ら
を
前
提
と
し
て
、
同
法
一
八
条
一
項
は
、

ま
た
は
複
数
の
従
属
企
業
が
支
配
企
業
の
統
一
的
指
揮
の
も
と
で
統
括
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
れ
ら
の
企
業
は
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
を
形
成

し
、
そ
の
各
企
業
は
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企
業
と
す
る
。
支
配
契
約
（
二
九
一
条
）
が
存
す
る
企
業
ま
た
は
一
方
が
他
方
に
編
入
さ
れ
て
い
る

（
三
一
九
条
）
企
業
は
、
統
一
的
指
揮
の
も
と
で
統
括
さ
れ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
属
企
業
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
企
業
は
支
配
企
業
と
と
も
に
コ
ソ
ツ
ェ
ル
ソ
を
形
成
す
る
も
の
と
推
定
す
る
。
」
と
定
め
、
ま
た
同
条
二
項
は
「
法
的
に
独
立
す
る

E
C
第
七
号
指
令
に
よ
る
連
結
の
範
囲

西
ド
イ
ッ
株
式
法
に
お
い
て
は
、

第

株
式
法
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
規
制

九
九
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さ
ら
に
同
条
二
項
は
、
過
半
数

「
支
配
企
業
と
一

一
七
条
を
前
提
と
す
る
一
八
条
に
よ

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
作
成
に
関
与
せ
し
め
ら
れ
る
の
は
、

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企
業
の
み
で
あ



四

第
三
五
巻
第
一
号

企
業
で
あ
っ
て
、

一
の
企
業
が
他
の
企
業
に
従
属
す
る
こ
と
な
く
統
一
的
指
揮
の
も
と
で
統
括
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
企
業
も

コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
を
形
成
し
、
そ
の
各
企
業
は
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企
業
と
す
る
。
」
と
定
め
る
。

以
上
の
よ
う
に
概
念
づ
け
ら
れ
た
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
に
対
し
て
、
株
式
法
上
、
次
の
よ
う
な
コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
決
算
書
規
制
が
加
え
ら

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企
業
が
国
内
に
住
所
を
有
す
る
株
式
会
社
ま
た
は
株
式
合
資
会
社
（
上
位
会
社
）
の

統
一
的
指
揮
に
服
す
る
場
合
、
上
位
会
社
の
取
締
役
は
、
上
位
会
社
の
年
度
決
算
書
の
決
算
日
に
つ
き
、

よ
び
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
損
益
計
算
書
（
合
わ
せ
て
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
）
な
ら
び
に
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
営
業
報
告
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
株
式
法
三
二
九
条
一
項
一
文
）
。

つ
ま
り
、
上
位
会
社
の
統
一
的
指
揮
の
も
と
に
あ
る
従
属
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
を
対
象
と
し
て
、

(
3
)
 

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
魯
作
成
義
務
が
上
位
会
社
取
締
役
に
課
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

き
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企
業
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
国
内
に
住
所
を
有
す
る
各
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企
業
で
、
そ
の
持
分
の
過
半
数
が
コ
ン
ツ
ェ
ル

ソ
企
業
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
る
（
同
条
二
項
一
文
）
。

他
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
企
業
に
属
さ
な
い
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企
業
は
、
任
意
に
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
に
組
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
国
内

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
財
産
状
況
ま
た
は
収
益
状
況
に
つ
き
別
段
の
判
断
に
導

く
と
き
は
、
こ
れ
を
組
み
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
条
二
項
四
文
）
。

こ
の
よ
う
に
連
結
の
範
囲
に
関
す
る
株
式
法
の
規
制
は
、

し
て
採
用
し
て
い
る
た
め
、

い
わ
ゆ
る
統
一
的
指
揮
と
い
う
実
質
的
基
準
を
範
囲
の
画
定
の
基
準
と

か
な
り
複
雑
な
内
容
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
、

入
れ
な
い
こ
と
の
で
き
る
企
業
お
よ
び
組
入
れ
を
禁
止
さ
れ
る
企
業
に
関
す
る
連
結
除
外
規
定
は
、
原
則
的
な
連
結
範
囲
が
実
質
的
に
把

握
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
簡
単
な
規
定
し
か
置
か
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企
業
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
組
入
れ
る
こ
と
が
、

な
お
、

コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
企
業
が
あ
ま
り
重
要
で
な
い
た
め
コ
ソ

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
富
に
組

国
外
に
住
所
を
有
す
る
コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
企
業
お
よ
び
持
分
の
過
半
数
が

れ
る
。

コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
に
お
い
て
、

関
法

コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
決
算
書
に
含
め
ら
れ
る
べ

(
1
0
0
)
 

コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
貸
借
対
照
表
お

1
0
0
 



E
C
第
七
号
指
令
に
よ
る
連
結
の
範
囲

株
式
法
は
、
上
述
の
よ
う
に
、

第

コ
ソ
ツ
ェ
ル
ソ
決
算
書
作
成
義
務
の
前
提
と
な
る
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
存
否
を
判
断
す
る
メ
ル
ク
マ

コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
決
算
書
規
制
の
問
題
性

J

の
連
結
禁
止
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
は
、

組
入
れ
に
よ
っ
て
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
報
告
価
値
が
侵
害
さ
れ
る
場
合
に
は
、

一
般
に
は
、

こ
れ
を
組
入
れ
て
は
な
ら
な
い
（
同
条
二
項
三
文
）
。

(
4
)
 

い
わ
ゆ
る
異
業
種
企
業
等
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

(
2
)
わ
が
国
に
お
け
る
西
ド
イ
ツ
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
に
関
す
る
詳
細
な
研
究
書
と
し
て
、
黒
田
全
紀
•
国
際
コ
ン
ツ
ニ
ル
ン
決
算
書
(
-
九

八
一
）
が
あ
る
。

(

3

)

な
お
、
株
式
法
施
行
法
二
八
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
上
位
会
社
が
有
限
会
社
ま
た
は
鉱
業
法
上
の
鉱
業
組
合
の
法
律
形
態
を
と
り
、
そ
の
統
一
的

指
揮
下
に
あ
る
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企
業
の
う
ち
の
少
な
く
と
も
―
つ
が
株
式
会
社
ま
た
は
株
式
合
資
会
社
の
法
律
形
態
を
と
っ
て
い
る
場
合
に
つ
い

て
も
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
作
成
義
務
が
拡
張
さ
れ
、
こ
の
場
合
、
上
位
会
社
は
、
そ
の
指
揮
下
に
あ
る
す
べ
て
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企
業
に
つ
い

て
、
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
開
示
法
―
一
条
一
項
は
、
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
作
成
・
公
示
義
務
を

さ
ら
に
拡
張
し
、
株
式
法
の
規
定
に
よ
り
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
を
作
成
す
る
必
要
の
な
い
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
指
揮
企
業
は
、
法
律
形
態
の
い
か
ん

を
問
わ
ず
、
三
連
続
決
算
日
に
つ
い
て
、
①
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
貸
借
対
照
表
総
額
一
億
二
五

0
0万
D
M、
③
決
算
日
前
―
ニ
カ
月
の
コ
ン
ツ
ェ
ル

ン
の
外
部
総
売
上
高
二
億
五

0
0
0万
D
M、
⑱
国
内
に
住
所
を
有
す
る
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企
業
の
最
近
―
ニ
カ
月
の
平
均
労
働
者
数
五

0
0
0

人
、
の
三
つ
の
甚
準
の
う
ち
の
少
な
く
と
も
二
つ
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
義
務
を
負
う
も
の
と
し
て
い
る
。
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b
e
t
r
i
e
b
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
i
c
h
e
n
 

G
r
u
n
d
s
i
i
t
z
e
n
 
u
n
d
 g
e
s
e
t
z
l
i
c
h
e
n
 V
o
r
s
c
h
r
i
f
t
e
n
,
 3
.
 
A
u
i
l
,
 
W
i
e
s
b
a
d
e
n
 1
9
7
9
,
 
S. 
5
2
 f・
 

(

4

)

 

V
g
l
.
 
A
d
l
e
r
/
D
u
r
i
n
g
/
S
c
h
m
a
l
t
z
,
 
R
e
c
h
n
u
n
g
s
l
e
g
u
n
g
 u
n
d
 P
r
u
f
u
n
g
 d
e
r
 A
k
t
i
e
n
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
,
 
B
a
n
d
 3
,
 

Stuttgart 
1
9
7
2
,
 
S. 

7
0
f
f
.
;
 
B
a
r
z
,
 
C
a
r
l
 H
a
n
s
,
 
i
n
:
 
G
r
o
B
k
o
m
m
e
n
t
a
r
 z
u
m
 A
k
t
i
e
n
g
e
s
e
t
z
,
 3
.
 
Aufl., 
B
e
r
l
i
n
 1
9
7
5
,
 
§
3
2
9
 A
n
m
.
 3
4
.
 

で
き
る
（
株
式
法
三
二
九
条
二
項
二
文
）
。
こ
れ
は
、

い
わ
ゆ
る
重
要
性
の
原
則
の
適
用
で
あ
る
。

1
0
 

ま
た
、

(
1
0
1
)
 

あ
る
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企
業
の

ツ
ェ
ル
ン
の
財
産
状
況
お
よ
び
収
益
状
況
の
表
示
が
侵
害
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
こ
れ
を
コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
決
算
書
に
組
入
れ
な
い
こ
と
が



ま
た
、

ー
ル
と
し
て
、

第
三
五
巻
第
一
号

コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
指
揮
者
が
経
済
的
統
一
体
た
る
コ
ン
ツ
ェ
ル

「
統
一
的
指
揮
」
の
概
念
を
こ
の
よ
う
に
概
括
的
に
理
解

「
か
か
る
調
整

(
1
0二）

「
統
一
的
指
揮
」
と
い
う
概
念
を
採
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
概
念
の
も
と
で
把
握
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
何
か
に
つ

い
て
は
、
法
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
「
統
一
的
指
揮
」
が
無
定
義
概
念
と
さ
れ
た
理
由
は
、
株
式
法
改
正
草
案
理
由
書
に

よ
れ
ば
、
「
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
指
揮
を
確
保
す
る
た
め
に
経
済
が
多
様
な
諸
形
態
を
作
り
上
げ
た
と
い
う
事
実
」
を
考
慮
す
れ
ば
、
「
統
一
的

(
5
)
 

指
揮
」
の
概
念
を
形
成
す
る
必
要
条
件
を
法
律
的
に
確
定
す
る
こ
と
は
、
「
不
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
統

一
的
指
揮
」
を
充
足
す
る
要
件
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
厳
格
な
も
の
は
考
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、

「
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
指
揮
者
が
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
会
社
の
営
業
政
策
そ
の
他
の
業
務
執
行
上
の
甚
本
的
問
題
を
相
互
に
調
整
し
て
い
る
場
合
に

は
、
実
際
に
統
一
的
指
揮
の
も
と
で
統
括
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、

は
指
図
権
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
相
互
の
協
議
と
い
っ
た
ゆ
る
い
形
態
で
も
行
わ
れ
う
る
し
、
あ
る
い
は
、

(
6
)
 

経
営
陣
を
共
通
に
す
る
こ
と
か
ら
も
生
じ
う
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

す
る
な
ら
ば
、
具
体
的
に
何
が
「
営
業
政
策
」
に
属
し
、
あ
る
い
は
「
そ
の
他
の
業
務
執
行
上
の
基
本
的
問
題
」
に
該
当
す
る
の
は
何
か
、

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企
業
間
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
調
整
が
い
つ
か
ら
存
在
す
る
の
か
は
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
る
。
ま
た
、

ン
指
揮
者
が
そ
の
他
の
企
業
と
価
格
政
策
、
販
売
地
域
、
あ
る
い
は
生
産
量
と
い
っ
た
業
務
執
行
上
の
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
調
整
を
行

う
場
合
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
調
整
は
、

カ
ル
テ
ル
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
り
、
少
な
く
と
も
需
給
当
事
者
間
に
お
い
て
は

(
7
)
 

ご
く
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
必
然
的
に
統
一
的
指
揮
の
存
在
を
予
想
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
「
（
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企
業
の
）
個
別
利
益
を
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
利
益
に
事
実
上
従
属
さ
せ
る
こ
と
が
、

(

8

)

 

準
で
あ
る
」
と
す
る
見
解
が
あ
り
、
こ
の
場
合
に
、

必
要
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
確
か
に
、
他
の
企
業
の
協
力
を
前
提
と
し
て
、

関
法

コ
ン
ツ
ェ
ル

統
一
的
指
揮
の
決
定
的
基

コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
利
益
が
上
位
会
社
の
固
有
の
利
益
と
一
致
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も

株
式
法
改
正
草
案
理
由
書
に
お
い
て
も
、

1
0
 



ン
の
観
点
か
ら
当
該
他
企
業
に
対
す
る
最
上
位
の
指
導
任
務
を
継
続
的
に
引
き
受
け
る
場
合
に
は
、
統
一
的
指
揮
の
存
在
に
つ
い
て
語
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
広
い
視
野
に
立
つ
企
業
戦
略
が
策
定
さ
れ
て
い
る
場
合
、
た
と
え
ば
総
合
的
な
投
資
•
財
務
戦
略
が
策
定
さ
れ
て

い
る
場
合
で
、

こ
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
推
定
は
、

支
配
企
業
が
指
揮
権
を
行
使
し
な
い
こ
と
ま
た
は

か
つ
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
指
揮
者
が
そ
の
最
上
位
の
指
導
的
立
場
を
占
め
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
統
一
的
指
揮
の
存
在
が

認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
企
業
が
こ
の
よ
う
な
戦
略
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
当
該
企
業
は
ま
さ
し
く
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン

(

9

)

 

企
業
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
基
準
は
、
統
一
的
指
揮
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
の
で
き
る
十
分
な
条
件
で
は
あ
る
が
、
国
外
に
住

(10) 

所
を
有
す
る
企
業
の
場
合
を
考
慮
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
不
可
欠
の
条
件
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
所
在
地
国
の
為
替
制
限

等
の
諸
々
の
制
限
の
だ
め
に
、
当
該
企
業
を
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
総
合
戦
略
の
中
に
組
み
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
も
、
利
益
の
再
投

資
自
体
を
目
的
と
し
て
、
当
該
企
業
を
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン

5
統
一
的
指
揮
下
に
置
く
こ
と
も
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
統
一

的
指
揮
の
存
否
の
境
界
は
不
鮮
明
で
あ
り
、
そ
の
存
在
を
前
提
に
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
に
組
入
れ
る
べ
き
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企
業
に
明
確

(
1
1
)
 

な
定
義
を
与
え
る
こ
と
は
、
非
常
に
困
難
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
株
式
法
は
、
支
配
契
約
が
存
す
る
場
合
ま
た
は
企
業
が
編
入
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
統
一
的
指
揮
が
存
在
す
る
も

の
と
み
な
し
、
反
証
を
許
さ
な
い
(
-
八
条
一
項
二
文
）
。
他
方
、
そ
の
他
の
す
べ
て
の
従
属
企
業
に
つ
い
て
は
、
統
一
的
指
揮
が
存
在

す
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
（
同
条
一
項
三
文
参
照
）
。

あ
り
う
べ
き
個
々
の
指
図
が
統
一
的
指
揮
と
し
て
の
意
義
を
有
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
と
き
に
は
、
反
証
さ
れ
た
も
の

(12) 

と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
統
一
的
な
指
揮
権
を
行
使
し
な
い
旨
の
契
約
に
よ
る
合
意
が
な
さ
れ
て
も
、
そ
う
し
た
合
意
は
、
支
配
企
業
が
支

配
可
能
性
を
利
用
し
な
い
義
務
を
負
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
ず
、

(13) 

行
使
の
証
明
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、

E
C
第
七
号
指
令
に
よ
る
連
結
の
範
囲

し
た
が
っ
て
、
か
か
る
合
意
だ
け
で
は
統
一
的
指
揮
の
不

コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
推
定
に
対
す
る
反
証
が
ど
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
う
る
か
を

101
――
 
(
1
0
1
――) 



推
定
規
定
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

第
三
五
巻
第
一
号

明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
は
い
る
が
、

(
1
4
)
 

で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

(
1
0四）

い
ず
れ
も
不
十
分
な
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
そ
の
反
証
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能

こ
の
よ
う
な
問
題
性
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
統
一
的
指
揮
と
い
う
概
念
自
体
の
不
明
確
性
に
根
ざ
す
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。

つ
ま
り
、

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
推
定
を
覆
す
た
め
に
は
、
統
一
的
指
揮
が
行
使
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
か
か
わ
ら
ず
、

(15) 

そ
の
統
一
的
指
揮
の
内
容
が
不
明
確
で
あ
る
た
め
に
、
右
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
株
式
法
は
、
法
律
上
独
立
の
企
業
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
対
し
て
他
の
企
業
（
支
配
企
業
）
が
直
接
ま
た
は
間
接
に
支
配

的
影
響
力
を
及
ぼ
し
う
る
場
合
に
、
当
該
企
業
を
従
属
企
業
と
規
定
す
る
（
一
七
条
一
項
一
文
）
。

り
、
支
配
的
影
響
力
が
実
際
に
行
使
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
問
題
で
は
な
く
、

こ
の
場
合
、

統
一
的
指
揮
と
は
異
な(

1
6
)
 

そ
の
行
使
の
可
能
性
の
存
在
だ
け
で
十
分
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
従
属
性
」
な
い
し
「
支
配
的
影
響
力
」
の
行
使
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
お
よ
び
コ
ン
ツ
ェ
ル

ン
企
業
を
定
義
づ
け
る
決
定
的
な
要
素
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
そ
の
限
り
で
は
本
質
的
な
意
義
が
確
定
さ
れ
な
け

(17) 

れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
法
律
は
こ
こ
で
も
、
支
配
的
影
響
力
が
何
を
意
味
し
、
そ
れ
が
い
か
な
る
手
段
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
う
る
か

に
つ
い
て
は
何
も
規
定
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
を
明
ら
か
に
す
る
試
み
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
従
属
性
の

過
半
数
被
参
加
企
業
は
過
半
数
参
加
企
業
に
従
属
す
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
（
一
七
条
二
項
）
。
こ
の
推
定
規
定
か
ら
す
れ
ば
、
法
は

(18) 

何
よ
り
も
ま
ず
、
従
属
企
業
に
対
す
る
支
配
企
業
の
参
加
を
、
従
属
性
の
も
っ
と
も
重
要
な
基
礎
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

つ
ま
り
、
こ
の
推
定
か
ら
、
逆
に
支
配
的
影
響
力
の
意
味
内
容
を
推
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
支
配
的
影
響

(19) 

カ
の
具
体
的
内
容
は
、
過
半
数
参
加
か
ら
生
じ
る
影
響
力
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い

関
法

1
0四



E
C
第
七
号
指
令
に
よ
る
連
結
の
範
囲

1
0
五

過
半
数
参
加
企
業
は
、
支
配
契
約
（
二
九
一
条
）
を
締
結
し
な
け
れ
ば
、
会
社
の
取
締
役
に
対
す
る
指
図
に
よ
っ
て
当
該
会
社
を
直
接

(20) 

に
指
揮
す
る
法
的
な
権
限
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
過
半
数
参
加
企
業
に
は
、
株
主
総
会
を
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
監
査
役

会
の
構
成

(
1
0
一
条
一
項
）
に
、
さ
ら
に
は
こ
れ
を
通
じ
て
取
締
役
員
の
構
成
（
八
四
条
一
項
）
に
決
定
的
な
影
響
力
を
行
使
し
、
し
た

(21) 

が
っ
て
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
会
社
の
業
務
執
行
に
対
し
て
決
定
的
な
影
署
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
つ
ま
り
、
あ
る
（
支
配
）

企
業
に
と
っ
て
他
の
（
従
属
）
企
業
の
法
律
上
ま
た
は
定
款
上
の
機
関
の
構
成
員
の
選
任
を
、
そ
し
て
ひ
い
て
は
そ
の
企
業
の
経
営
政
策

(22) 

な
い
し
営
業
政
策
の
決
定
を
可
能
な
ら
し
め
る
影
響
力
が
、
支
配
的
影
響
力
の
具
体
的
内
容
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
支
配
的
影
響
力

は
行
使
可
能
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
特
殊
の
偶
然
的
な
事
情
の
も
と
で
他
の
企
業
に
対
し
て
自
己
の
意
思
を
貫
徹
で
き
る

(23) 

に
す
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
支
配
的
影
響
力
が
存
在
す
る
と
は
い
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
決
議
に
参
加
し
た
議
決
権
数
と
の
関
係
で
、
た
ま(24) 

た
ま
株
主
総
会
の
過
半
数
を
制
す
る
こ
と
に
な
っ
た
に
す
ぎ
な
い
場
合
な
ど
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
従
属
性
を
根
拠
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
従
属
性
の
推
定
規
定
に
つ
い
て
は
、
持
分
の
過
半
数
を
有
す
る
場
合
も
議
決
権
の
過
半
数
を
有
す
る
場
合
も
、
と
も

こ
の
推
定
が
反
証
さ
れ
る
た

(25) 

め
に
は
、
過
半
数
参
加
企
業
が
支
配
的
影
響
力
を
実
際
に
行
使
し
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
過
半
数

参
加
企
業
が
そ
の
影
響
力
を
行
使
し
な
い
こ
と
を
一
方
的
に
宣
言
し
た
り
、
あ
る
い
は
過
半
数
被
参
加
企
業
と
約
束
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

は
、
従
属
性
の
推
定
は
覆
さ
れ
え
な
い
。
こ
れ
を
反
証
す
る
た
め
に
は
、
過
半
数
参
加
か
ら
生
じ
る
、
ま
た
こ
れ
に
関
し
て
存
す
る
支
配

手
段
が
除
去
さ
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
支
配
的
影
響
力
が
も
は
や
行
使
さ
れ
え
な
い
程
度
に
そ
の
支
配
手
段
が
制
限
さ
れ

(26) 

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
情
に
該
当
し
う
る
も
の
と
し
て
は
、
持
分
の
過
半
数
が
議
決
権
の
過
半
数
を
生
ぜ
し
め
な
い

場
合
、
定
款
に
お
い
て
厳
格
な
議
決
権
制
限
(
-
三
四
条
一
項
二
文
参
照
）
が
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
、
他
の
株
主
と
の
議
決
権
拘
束
契

に
過
半
数
参
加
が
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
（
一
六
条
一
項
）
、

従
属
性
の
推
定
は
い
ず
れ
の
場
合
に
も
及
ぶ
。

四

(
1
0
五）



四
条
二
項
三
文
）
も
の
と
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、

へ
の
組
入
れ
に
よ
っ
て
、

..... ヽヽ 決
算
書
作
成
実
務
に
お
い
て
は
、
連
結
範
囲
の
画
定
に
際
し
て
統
一
的
指
揮
と
い
う
基
準
は
さ
ほ
ど
重
要
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な

(29) 

い
よ
う
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
支
配
・
従
属
企
業
関
係
の
存
在
が
ほ
と
ん
ど
反
証
不
可
能
な
コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
推
定
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
支
配
的
影
響
力
の
判
断
基
準
で
あ
る
、
株
主
総
会
も
し
く
は
社
員
総
会
に
お
け
る
議
決
権
の
過
半
数
を
保
有
す
る
場
合
ま
た

は
会
社
の
法
律
上
も
し
く
は
定
款
上
の
機
関
の
人
員
配
置
が
可
能
な
場
合
と
い
う
基
準
が
、
連
結
範
囲
を
画
定
す
る
前
提
と
し
て
、
実
務

(30) 

に
お
い
て
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
同
時
に
、
西
ド
イ
ツ
の
連
結
実
務
が
す
で
に
次
節
で
扱
う

E

C
第
七
号
指
令
の
規
制
方
向
に
か
な
り
接
近
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

株
式
法
が
国
内
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企
業
に
つ
い
て
の
み
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
へ
の
組
入
れ
を
義
務
づ
け
、
国
外
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企

業
に
つ
い
て
は
そ
の
組
入
れ
を
ま
っ
た
＜
任
意
と
し
て
い
る
点
は
、
多
く
の
批
判
を
浴
び
て
い
る
。
株
式
法
上
、

も
の
と
さ
れ
る
の
は
、
国
内
コ
ソ
ツ
ェ
ル
ン
企
業
の
み
で
あ
る
（
三
二
九
条
一
一
項
四
文
参
照
）
。
国
外
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企
業
に
つ
い
て
は
、

多
額
の
損
失
が
発
生
し
ま
た
は
予
測
さ
れ
る
場
合
に
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
営
業
報
告
書
に
そ
の
旨
の
記
載
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
三

五
以
上
の
よ
う
に
、

関
法

第
三
五
巻
第
一
号

約
に
よ
り
過
半
数
参
加
企
業
が
そ
の
株
式
の
主
要
な
部
分
に
つ
い
て
議
決
権
の
行
使
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
て
い
る
場
合
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

（力）

て
い
る
。
持
分
過
半
数
参
加
の
場
合
も
議
決
権
過
半
数
参
加
の
場
合
も
と
も
に
従
属
性
が
推
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
両
者
が
一
致

し
な
い
場
合
に
、
単
に
議
決
権
が
過
半
数
に
達
し
な
い
こ
と
を
も
っ
て
従
属
性
の
推
定
が
覆
さ
れ
う
る
の
か
は
問
題
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ

(28) 

る
が
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
見
解
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
の
存
否
の
判
断
基
準
た
る
統
一
的
指
揮
と
い
う
概
念
が
不
明
確
で
あ
る
た
め
、

コ
ソ
ツ
ェ
ル
ソ
決
算
書

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
財
産
状
況
や
収
益
状
況
に
つ
き
別
段
の
判
断
に
導
く
と
き
に
、
当
該
企
業
を
組
入
れ
る
べ
き

コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
決
算
書
に
組
入
れ
る
か
否
か
の
選
択
は
、
上
位
会
社
の
裁
量

-
0六

(
1
0六）

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン



(3) 引
の
重
要
な
部
分
が
外
国
に
住
所
を
有
す
る
下
位
会
社
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、

1
0七

(32)

（

33) 

に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
規
制
に
対
す
る
批
判
は
、
以
下
の
見
解
に
集
約
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
①

し
か
も
こ
れ
ら
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企
業
が
連
結
か
ら
除
外
さ
れ

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
取

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
に
よ
っ
て
少
な
く
と
も
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
財
産
状
況
お
よ
び
収
益
状
況
の
き
わ
め
て
不
完
全
な
概
観
が

示
さ
れ
る
こ
と
、
③

国
外
に
あ
る
会
社
と
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
内
部
の
取
引
条
件
（
供
給
お
よ
び
給
付
の
場
合
に
は
と
り
わ
け
価
格
）
の

設
定
の
仕
方
に
よ
っ
て
、

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
内
国
の
部
分
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
が
故
意
に
粉
飾
さ
れ
る
可
能
性
が
拡
大
す
る
こ
と
、

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
指
揮
者
の
貸
借
対
照
表
作
成
方
針
に
合
致
す
る
国
外
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企
業
の
み
を
組
入
れ
る
と
い
う
方
法
で
、
連
結

選
択
権
が
濫
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、

の
一
二
点
で
あ
る
。
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
国
外
に
住
所
を
有
す
る
と
い
う
理
由
で
連
結

(34) 

義
務
か
ら
除
外
す
る
と
い
う
規
制
が
、
も
は
や
支
持
さ
れ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

(

5

)

 

Kropff, 
B
r
u
n
o
,
 
Aktiengesetz, 
T
e
x
t
a
u
s
g
a
b
e
 d
e
s
 A
k
t
i
e
n
g
e
s
e
t
z
e
s
 
v
o
m
 6. 
9. 
1
9
6
5
 
m
i
t
 
B
e
g
r
i
i
n
d
u
n
g
 
d
e
s
 R
e
g
i
e
r
u
n
g
s
、

entwurfs, 
B
e
r
i
c
h
t
 d
e
s
 R
e
c
h
t
a
u
s
s
c
h
u
s
s
e
s
 d
e
s
 D
e
u
t
s
c
h
e
n
 B
u
n
d
e
s
t
a
g
s
,
 
Diisseldorf 
1965, 
S. 
33. 

(

6

)

 

E
b
e
n
d
a
.
 

(

7

)

 

V
 gl. 
B
u
s
s
e
 v
o
n
 C
o
l
b
e
/
O
d
e
l
h
e
i
d
e
,
 a. 
a. 
0. 
(Fn. 
3) 
S. 
67. 

(

8

)

 

A
d
l
e
r
/
D
u
r
i
n
g
/
S
c
h
m
a
l
t
z
,
 a. 
a
 0. 
(Fn. 4
)
,
 
§
3
2
9
 T
z
.
 
9. 

(

9

)

 

V
 gl. 
B
i
e
d
e
n
k
o
p
f
,
 K
u
r
t
/
K
o
p
p
e
n
s
t
e
i
n
e
r
,
 H
a
n
s
 ,
 
G
e
o
r
g
,
 
in "
 K
o
l
n
e
r
 
K
o
m
m
e
n
t
a
r
 z
u
m
 Aktiengesetz, 
K
o
l
n
 ,
 
B
e
r
l
i
n
 ,
 
B
o
n
n
 ,
 

M
i
i
n
c
h
e
n
 1971, §
1
8
 T
z
.
 9. 

(
1
0
)
 

Vgl. 
B
u
s
s
e
 v
o
n
 C
o
l
b
e
/
O
d
e
l
h
e
i
d
e
,
 
a. 
a. 
0. 
(Fn. 
3) 
S. 
67. 

(
1
1
)
 

V
 gl. 
S
a
h
n
e
r
,
 
F
r
i
e
d
h
e
l
m
/
K
a
m
m
e
r
s
,
 
H
e
i
n
z
,
 
D
i
e
 A
b
g
r
e
n
z
u
n
g
 d
e
s
 
K
o
n
s
o
l
i
d
i
e
r
u
n
g
s
k
r
e
i
s
e
s
 n
a
c
h
 d
e
r
 7. 
E
G
 
,
 
Richtlinie 

i
m
 V
e
r
g
l
e
i
c
h
 z
u
m
 A
k
t
i
e
n
g
e
s
e
t
z
 
1
9
6
5
 1
 ei
n
 Fortschritt
●
"
 

in "
 De
r
 B
e
t
r
i
e
b
 
1983, 
S. 
2150. 

(
1
2
)
 

Wiirdinger, H
a
n
s
,
 
ぎ
G
r
o
B
k
o
m
m
e
n
t
a
r
z
u
m
 A
k
t
i
e
n
g
e
s
e
t
z
 

`
 
3
 Aufl., 
B
e
r
l
i
n
 1973, 
§
1
8
 A
n
m
 9. 

(

1

3

)

 

V
 gl. 
Gealer, 
Ernst, 
i
n
 "
 Ge
B
l
e
r
 /H
e
f
e
r
m
e
h
l
/
E
c
k
a
r
d
t
/
1
 

^
 

ropff 
A
k
t
i
e
n
g
e
s
e
t
z
 
K
o
m
m
e
n
t
a
r
,
 
M
i
i
n
c
h
e
n
 1973, 
§
1
8
 A
n
m
,
 

る
場
合
、

E
C
第
七
号
指
令
に
よ
る
連
結
の
範
囲

(
1
0七）



関
法

第
三
五
巻
第
一
号

6
3
;
 
A
d
l
e
r
/
D
u
r
i
n
g
/
S
c
h
m
a
l
t
z
,
 
a. 
a. 
0. 
(Fn. 4
)
,
 
§
3
2
9
 T
z
 3
4
.
 

(
1
4
)
 

Giese, 
Rolf, 
D
i
e
 W
i
d
e
r
l
e
g
u
n
g
 d
e
r
 aktienrechtlichen K
o
n
z
e
r
n
v
e
r
m
u
t
u
n
g
,
 in: D
i
e
 Wirtschaftspriifung 1
9
7
4
,
 
S. 4
6
4
 ff. 

(
1
5
)
 

F
l
u
m
e

は
、
統
一
的
指
揮
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
概
念
は
、
過
半
数
被
参
加
企
業
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
従
属
性
の
推
定
と
統
一

的
指
揮
の
推
定
と
い
う
二
重
の
推
定
に
基
づ
い
て
対
処
さ
れ
う
る
に
す
ぎ
ず
、
統
一
的
指
揮
と
い
う
要
件
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
連
結
範
囲
の
確
定

に
は
役
に
立
た
な
い
、
と
す
る
。

F
l
u
m
e
,
W
e
r
n
e
r
,
 D
i
e
 E
i
n
b
e
z
i
e
h
u
n
g
 v
o
n
 U
n
t
e
r
n
e
h
m
e
n
 in M
e
h
r
h
e
i
s
b
e
s
i
t
z
 o
h
n
e
 einheitliche 

L
e
i
t
u
n
g
 in 
d
e
n
 K
o
n
z
e
r
n
a
b
s
c
h
l
u
B
,
 
in "
 De
r
 Betrieb 1
9
6
8
,
 
S. 
1
0
1
3
.
 

(
1
6
)
W
日
dinger,
a. 
a. 
0. 
(Fn. 1
2
)
,
 
§
1
7
 A
n
m
.
 4
.
 

(
1
7
)

統
一
的
指
揮
の
内
容
が
不
明
確
で
あ
る
た
め
、
株
式
法
一
八
条
一
項
三
文
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
推
定
の
反
証
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
と
し
た

ら
、
支
配
企
業
・
従
属
企
業
と
認
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
（
企
業
）
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
等
し
い
か
ら
で
あ
る
。

(

1

8

)

 

E
m
m
e
r
i
c
h
,
 V
o
l
k
e
r
/
S
o
n
n
e
n
s
c
h
e
i
n
,
 J
u
r
g
e
n
,
 K
o
n
z
e
r
n
r
e
c
h
t
,
 2
.
 
Aufl., 
M
i
i
c
h
e
n
 1
9
7
7
,
 
S. 
5
0
.
 

(

1

9

)

 

Ge13ler, 
a. 
a. 
0. 
(Fn. 1
3
)
,
 
§
1
7
 A
n
m
.
 2
5
.
 

換
言
す
れ
ば
、
支
配
的
影
響
力
の
外
延
と
内
容
は
過
半
数
参
加
が
与
え
る
影
響
力
に
従
っ

て
決
定
さ
れ
る
。

(

2

0

)

支
配
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
場
合
、
被
支
配
会
社
の
取
締
役
は
、
支
配
企
業
に
よ
る
指
図
に
従
う
義
務
を
負
う
（
株
式
法
一
―

10八
条
）
。

(
2
1
)
 

E
m
m
e
r
i
c
h
/
S
o
n
n
e
n
s
c
h
e
i
n
,
 a. 
a. 
0. 
(Fn. 1
8
)
,
 
S. 
4
4
.
 

(
2
2
)
 

Ge13ler, 
a. 
a. 
0. 
(Fn. 1
3
)
,
 
§
1
7
 A
n
m
.
 2
7
.
 

(
2
3
)
 

E
b
e
n
d
a
 `
§
1
7
 A
n
m
.
 3
1
.
 

(
2
4
)
 

Rittner, 
Fritz, 
D
i
e
 B
e
t
e
i
l
i
g
u
n
g
 als 
G
r
u
n
d
 d
e
r
 A
b
h
i
i
n
g
i
g
k
e
i
t
 
einer 
Aktiengesellschaft, 
in: 
D
e
r
 Betrieb 
1
9
7
6
,
 
S. 

1
4
6
9
.
 

(
2
5
)
 

Wiirdinger, 
a. 
a. 
0. 
(
F
n
 1
2
)
,
 
§
1
7
 A
n
m
.
 1
6
.
 

(

2

6

)

 

Gel3ler, 
a. 
a. 
0. 
(Fn. 1
3
)
,
 
§
1
7
 A
n
m
.
 1
0
1
.
 

(

2

7

)

 

Vgl. 
E
m
m
e
r
i
c
h
/
S
o
n
n
e
n
s
c
h
e
i
n
,
 a. 
a. 
0. 
(Fn. 1
8
)
,
 
S. 
4
4
.
 

(
2
8
)
 

Vgl. N
 .
 B. 

Rittner, 
a. 
a. 
0. 
(Fn. 2
4
)
,
 
S. 
1
4
7
0
;
 
Gel3ler, 
a. 
a. 
0. 
(Fn. 1
3
)
,
 
§
1
7
 A
n
m
.
 9
7
;
 
E
m
m
e
r
i
c
h
/
S
o
n
n
s
c
h
e
i
n
,
 

e
b
e
n
d
a
.
 
こ
れ
に
対
し
て
、

W
i
i
r
d
i
n
g
e
r
は
、
議
決
権
の
過
半
数
を
欠
い
て
い
る
だ
け
で
反
証
さ
れ
う
る
と
す
れ
ば
、
過
半
数
持
分
に
つ
い
て

1
0八

(
1
0八）



の
従
属
性
の
推
定
が
無
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
し
て
反
対
す
る
。

Vgl.
a. 
a. 
0. 
(Fn. 1
2
)
,
 
§
1
7
 A
n
m
.
 1
6
.
 

(

2

9

)

 

B
u
s
s
e
 v
o
n
 C
o
l
b
e
/
O
d
e
l
h
e
i
d
e
,
 a. 
a. 
0. 
(Fn. 3
)
,
 
S. 
7
0
.
 

(
3
0
)
 

V
g
l
.
 
S
a
h
n
e
r
f
I
 

^
 

a
m
m
e
r
s
,
 a. 
a. 
0. 
(Fn. 
11), S. 
2
1
5
 0.
 

(

3

1

)

株
式
法
が
国
外
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企
業
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
へ
の
組
入
れ
を
任
意
と
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
黒
田
・
前
掲
書
（
注
2
)

一四

二
頁
参
照
。

(
3
2
)
 

Vgl. 
A
d
l
e
r
f
D
i
i
r
i
n
g
/
S
c
h
m
a
l
t
z
,
 
a. 
a. 
0. 
(Fn. 4
)
,
 
A
n
m
.
 8
9
.
 

(
3
3
)
 

V
g
l
.
 
B
u
s
s
e
 v
o
n
 C
o
l
b
e
/
O
d
e
l
h
e
i
d
e
,
 
a. 
a. 
0. 
(Fn. 3
)
,
 
S. 
7
5
.
 

(
3
4
)

一
九
六
五
年
株
式
法
の
改
正
に
際
し
て
も
、
す
で
に
ド
イ
ッ
経
営
監
査
士
協
会
は
、
国
外
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企
業
の
連
結
を
原
則
的
に
義
務
づ
け

る
こ
と
を
勧
告
し
て
い
た
。

Institut
d
e
r
 Wirtschaftspriifer, 
E
r
g
i
i
n
z
e
d
e
 
Vorschliige 
z
u
r
 A
k
t
i
e
n
r
e
c
h
t
s
r
e
f
o
r
m
,
 1
9
5
8
,
 
S. 
2
8
.
 

指
令
に
よ
る
連
結
義
務
と
そ
の
範
囲

E
C
第
七
号
指
令
（
以
下
、

「
指
令
」
）
は
、
そ
の
作
成
作
業
段
階
に
お
い
て
は
、
西
ド
イ
ツ
と
同
様
な
規
制
内
容
の
も
の
と
な

っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
統
一
的
指
揮
と
い
う
概
念
を
コ
ソ
ツ
ェ
ル
ン
の
定
義
に
も
、
ま
た
原
則
的
に
連
結
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
企
業
の

(35) 

一
貫
し
て
と
り
続
け
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
実
質
的
な
い
し
経
済
的
基

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
法
を
持
た
な
い
イ
ギ
リ
ス
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
懸
念
が
大
き
か
っ
た
た
め
、
確
定
し
た
指

令
は
大
幅
な
修
正
を
加
え
ら
れ
、
そ
の
表
題
も
、
従
来
の
「
グ
ル
ー
プ
決
算
書
（
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
）
（
g
r
o
u
p
a
c
c
o
u
n
t
s
,
 

(
3
6
)
 

z
e
r
n
a
b
s
c
h
l
u
B
)
」
か
ら
「
連
結
計
算
書

(
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
e
d
a
c
c
o
u
n
t
s
,
 
K
o
n
s
o
l
i
d
i
e
r
t
e
r
 
A
b
s
c
h
l
u
B
)
」
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。

以
下
で
は
、
西
ド
イ
ツ
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
規
制
と
対
比
し
な
が
ら
、
指
令
に
よ
る
連
結
義
務
と
そ
の
範
囲
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

連
結
計
算
書
の
作
成
義
務
に
つ
い
て
、
指
令
の
出
発
点
と
な
る
大
原
則
は
、
加
盟
国
内
の
親
企
業
で
あ
っ
て
子
企
業
を
有
す
る
も

E
C
第
七
号
指
令
に
よ
る
連
結
の
範
囲

準
に
よ
る
規
制
に
対
し
て
は
、

範
囲
の
画
定
に
際
し
て
も
採
用
す
る
と
い
う
態
度
を
、

第
四

1
0九

(
1
0九）

K
o
n
 ,
 



範
囲
を
画
定
す
る
決
定
的
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
実
質
的
基
準
の
採
用
に
か
か
わ
ら
ず
、

「
統
一
的
指
揮
」
と
い
う
概
念
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
過
半
数
参
加
と
い
う
形
式
的
基
準
が
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企
業
で
あ
る
か
否

か
を
判
断
す
る
前
提
と
し
て
利
用
さ
れ
、

過
半
数
と
議
決
権
過
半
数
と
が
一
致
し
な
い
場
合
に
は
後
者
が
決
定
的
な
基
準
に
な
る
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
指
令
の
か
か

（
一
条
一
項
い
）
。

株
式
法
お
け
る
「
統
一
的
指
揮
」
と
い
う
実
質
的
基
準
と
は
異
な
り
、

過
半
数
参
加
と
い
う
形
式
的
な
基
準
が
連
結

企
業
に
限
定
し
て
お
り
、
外
国
子
会
社
は
「
そ
の
他
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企
業
」
と
し
て
、
組
入
れ
は
任
意
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

指
令
の
規
制
は
、
こ
の
範
囲
を
著
し
く
拡
大
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
国
外
コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
企
業
の
連
結
を
任
意

と
し
て
い
る
こ
と
自
体
が
従
来
か
ら
厳
し
い
批
判
を
受
け
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
歓
迎
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

指
令
は
、
次
の
よ
う
な
各
場
合
に
、
原
則
的
に
親
子
企
業
関
係
が
存
在
す
る
も
の
と
定
義
す
る
。

ま
ず
、
あ
る
企
業
が
、
他
の
企
業
の
株
主
も
し
く
は
社
員
の
議
決
権
の
過
半
数
を
有
す
る
場
合
に
、
親
子
関
係
が
存
す
る
も
の
と
す
る

ま
た
、
過
半
数
被
参
加
企
業
の
従
属
性
の
推
定
（
株
式
法
一
七
条
二
項
）
に
関
し
て
も
、
持
分

西
ド
イ
ッ
株
式
法
は
、
前
述
の
よ
う
に
、

第
三
五
巻
第
一
号

の
に
は
、
加
盟
国
は
す
べ
て
連
結
計
算
書
の
作
成
を
要
求
す
る
（
一
条
一
項
）
、

関
法

(
―

I
 

0
)
 

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
い
う
子
企
業

は
、
そ
の
住
所
が
ど
こ
に
あ
る
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
原
則
と
し
て
す
べ
て
連
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
三
条
一
項
）
、
さ
ら
に
子
企
業

の
子
企
業
も
連
結
す
べ
き
諸
企
業
の
頂
点
に
立
つ
親
企
業
の
子
企
業
と
み
な
さ
れ
る
（
同
条
一
一
項
）
。
西
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
は
、
親
企
業

か
一
以
上
の
子
企
業
の
い
ず
れ
か
が
株
式
会
社
、
株
式
合
資
会
社
、
有
限
会
社
の
法
律
形
態
の
う
ち
の
―
つ
で
組
織
さ
れ
て
い
る
場
合
、

親
企
業
と
全
子
企
業
が
連
結
さ
れ
る
べ
き
企
業
で
あ
る
（
四
条
一
項
国
）
が
、
親
企
業
が
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
の
法
律
形
態
を
も
と
っ
て
い

な
い
場
合
に
は
、
加
盟
国
は
連
結
計
算
書
の
作
成
義
務
の
免
除
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
る
（
同
条
二
項
）
。

コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
決
算
書
に
組
入
れ
る
べ
き
会
社
を
、
国
内
に
住
所
を
有
す
る
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン

I
 

1
 

0
 



る
定
義
も
実
際
上
は
西
ド
イ
ツ
の
連
結
実
務
と
ま
っ
た
く
対
立
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
株
式
法
上
、
義
務
的

な
連
結
は
持
分
の
過
半
数
が
他
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企
業
に
属
す
る
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企
業
に
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
（
三
二
九
条
二
項
一

(

m

)

 

文
）
、
こ
の
点
で
は
、
指
令
に
よ
る
ほ
う
が
連
結
範
囲
は
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

議
決
権
の
過
半
数
と
い
う
形
式
的
基
準
と
は
別
に
、
指
令
は
、
あ
る
企
業
が
、
他
の
企
業
の
経
営
機
関
、
業
務
執
行
機
関
ま
た
は
監
督

機
関
の
構
成
員
の
過
半
数
を
選
任
ま
た
は
解
任
す
る
権
利
を
有
し
、
同
時
に
当
該
他
の
企
業
の
出
資
者
で
あ
る
場
合
（
一
条
一
項
⑯
）
に

も
親
子
関
係
を
認
め
る
。
こ
の
い
わ
ぱ
人
的
な
影
響
措
置
に
関
す
る
基
準
は
、
株
式
法
が
直
接
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
は
な
い
が
、

前
述
の
よ
う
に
、
監
査
役
会
な
い
し
取
締
役
の
人
的
構
成
に
対
す
る
決
定
的
な
影
響
力
が
株
式
法
に
い
う
支
配
的
影
響
力
と
い
う
概
念
の

重
要
な
要
素
と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
指
令
の
規
制
は
、
西
ド
イ
ツ
の
連
結
実
務
に
と
っ
て
も
受
け
入
れ
や
す
い
も
の
で
あ

さ
ら
に
指
令
は
、
他
の
企
業
の
出
資
者
で
あ
る
企
業
が
、
当
該
他
の
企
業
と
の
契
約
ま
た
は
当
該
他
の
企
業
の
定
款
に
基
づ
い
て
、
当

該
他
の
企
業
に
対
し
て
支
配
的
影
響
力

(
d
o
m
i
n
a
n
t
influence, 
b
e
h
e
r
r
s
c
h
e
n
d
e
r
 
EinfluB)

を
行
使
す
る
権
利
を
有
す
る
場
合

(38) 

（
一
条
一
項
伺
）
に
も
、
親
子
関
係
に
あ
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
は
、
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
支
配
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合

を
念
頭
に
置
い
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
指
令
の
定
義
は
、
株
式
法
に
よ
る
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企
業
の
判
断
基
準
に
合

致
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
持
株
基
準
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
こ
の
点
で
は
連
結
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が

(
3
9
)
 

「
定
款
に
基
づ
く
支
配
的
影
響
力
」
が
連
結
範
囲
を
拡
大
す
る
も
の
で
あ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。

あ
る
企
業
が
、
他
の
企
業
の
出
資
者
で
あ
っ
て
、
当
該
他
の
企
業
に
対
す
る
他
の
出
資
者
と
の
契
約
に
基
づ
い
て
単
独
で
議
決
権
の
過

い、

半
数
を
支
配
す
る
場
合
（
一
条
一
項
⑱
b
)
に
も
、
指
令
は
親
子
会
社
関
係
を
認
め
る
。
こ
れ
は
第
一
項
⑭
を
補
完
す
る
も
の
と
思
わ
れ

E
C
第
七
号
指
令
に
よ
る
連
結
の
範
囲

ら、 ろ
う
。

(
-
―
一
）



ま
ず
、
他
の
企
業
の
出
資
者
で
あ
る
企
業
が
、
当
該
年
度
、
前
年
度
お
よ
び
連
結
計
算
書
作
成
時
ま
で
、
当
該
他
の
企
業
の
経
営
機
関
、

業
務
執
行
機
関
ま
た
は
監
督
機
関
の
過
半
数
を
、
そ
の
議
決
権
の
行
使
の
み
に
よ
っ
て
選
任
し
た
場
合
（
た
だ
し
、
別
の
企
業
が
第
一
条

一
項
い
、
⑯
も
し
く
は
け
の
権
利
を
有
す
る
場
合
を
除
く
）
に
親
子
関
係
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
（
一
条
一
項
⑩
回
）
。
も
っ
と
も
、
加

盟
国
は
、
二

o・ハ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
議
決
権
の
保
有
を
要
件
と
し
て
こ
の
規
制
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
株
式
法
に
は
な

(41) 

い
規
制
で
あ
る
が
、
こ
の
フ
ラ
ン
ス
法
的
な
規
制
が
西
ド
イ
ツ
に
導
入
さ
れ
て
も
あ
ま
り
大
き
な
意
義
は
な
い
と
す
る
見
解
が
あ
る
。

(42) 

指
令
は
ま
た
、
あ
る
企
業
が
他
の
企
業
に
対
し
て

E
C
第
四
号
指
令
所
定
の
参
加
的
持
分
を
有
し
、
か
つ
、

し
て
実
際
に
支
配
的
影
響
力
を
行
使
す
る
場
合
、
ま
た
は
、
⑯
当
該
各
企
業
が
親
企
業
の
統
一
的
指
揮
の
も
と
に
あ
る
場
合
」
に
、
そ
の

企
業
を
親
企
業
と
し
、
当
該
他
の
企
業
を
子
企
業
と
し
て
、
加
盟
国
は
、
将
来
に
お
け
る
調
整
ま
で
、
親
企
業
に
連
結
計
算
書
の
作
成
を

要
求
で
き
る
も
の
と
し
て
い
る
（
一
条
二
項
）
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
株
式
法
の
規
制
方
法
に
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

に
つ
い
て
は
、
支
配
的
影
響
力
の
可
能
性
で
は
な
く
そ
の
実
際
の
行
使
が
把
握
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
例
に

よ
る
子
企
業
に
つ
い
て
、
同
時
に
他
の
企
業
に
よ
る
過
半
数
参
加
が
存
す
る
場
合
に
は
、
連
結
義
務
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

過
半
数
参
加
に
基
づ
く
支
配
に
つ
い
て
の
権
利
が
、
そ
の
行
使
と
は
か
か
わ
り
な
く
、

(43) 

す
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
加
盟
国
が
選
択
権
を
行
使
し
て
か
か
る
指
令
の
規
制
を
導
入
し
て
も
、
連
結
範
囲
の
拡

四

関
法

第
三
五
巻
第
一
号

つ
ね
に
少
数
参
加
に
基
づ
く
現
実
の
支
配
に
優
先

「
的
当
該
他
の
企
業
に
対

(
-
―
二
）

る
が
、
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
支
配
的
影
響
力
を
行
使
し
う
る
た
め
に
第
三
者
の
協
力
を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
議
決
権

契
約
に
よ
っ
て
第
三
者
が
当
該
企
業
に
協
力
す
べ
き
契
約
上
の
義
務
を
負
う
と
き
は
、
当
該
企
業
は
支
配
的
影
響
力
を
有
す
る
も
の
と
解

(40) 

さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
も
ま
た
必
ず
し
も
目
新
し
い
規
制
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
原
則
的
な
定
義
規
定
の
ほ
か
に
、
指
令
は
、
加
盟
国
の
選
択
に
委
ね
る
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
規
定
を
置
い
て
い
る
。

と
り
わ
け
⑱



大
は
生
じ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
本
項
の
事
例
は
と
も
に
実
際
の
行
使
な
い
し
現
実
の
状
態
を
捉
え
て
い
る
か
ら
、

a) 

次
節
で
扱
う
連
結
の
除
外
規
定
の
多
く
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
よ
う

以
上
の
よ
う
に
、
連
結
範
囲
に
関
す
る
指
令
の
内
容
は
、
か
な
り
複
雑
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
指
令
の
よ
う
な
画
定
方
法
で
は
、

(
4
5
)
 

経
済
的
統
一
体
た
る
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
を
把
握
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
伝
統
的
な
批
判
も
あ
る
が
、

一
般
的
に
は
、
西
ド
イ
ツ

(46) 

に
と
っ
て
も
受
入
れ
難
い
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
国
際
的
傾
向
に
合
致
す
る
も
の
と
し
て
歓
迎
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

(

3

5

)

 

(
3
6
)
 

黒
田
・
前
掲
書
（
注
2
)
-

―
九
頁
以
下
参
照
。

Vgl• 

Niessen, H
e
r
m
a
n
n
,
 G
r
u
n
d
s
a
t
z
f
r
a
g
e
n
 d
e
r
 7
.
 
Richtlinie 
iiber d
e
n
 konsolidierten A
b
s
c
h
l
u
B
,
 in "
 Di
e
 Wirtschafts-

priifung 1
9
8
3
,
 
S. 
6
5
3
.
 

な
お
、
本
稿
で
は
、
,
,
Konsolidierter A
b
s
c
h
l
u
B
 "
は
涸
迂
結
貸
借
対
照
表
、
連
結
損
益
計
算
書
お
よ
び
附
属
明

細
書
か
ら
成
る
か
ら
（
指
令
一
六
条
一
項
）
、
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
と
区
別
す
る
意
味
で
「
連
結
計
算
書
」
と
訳
す
。

(
3
7
)

株
式
法
が
連
結
範
囲
の
画
定
基
準
と
し
て
持
株
基
準
を
採
用
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
黒
田
・
前
掲
書
（
注
2
)
-
―
―
一
五
頁
以
下
参
照
。

(
3
8
)

た
だ
し
、
こ
の
事
例
は
、
こ
の
よ
う
な
契
約
ま
た
は
定
款
規
定
が
子
企
業
の
所
在
国
の
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
、
ま

た
、
加
盟
国
は
、
親
企
業
が
子
企
業
の
出
資
者
で
あ
る
べ
き
旨
を
規
定
す
る
必
要
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な

契
約
・
定
款
規
定
を
法
律
上
認
め
て
い
な
い
加
盟
国
は
、
か
か
る
事
例
そ
の
も
の
を
規
定
す
る
必
要
が
な
い
。V
g
l
•Biener, 
Herbert, 
D
i
e
 

K
o
n
z
e
r
n
r
e
c
h
n
u
n
g
s
l
e
g
u
n
g
 n
a
c
h
 
d
e
r
 
S
i
e
b
e
n
t
e
n
 Richtlinie 
d
e
s
 
R
a
t
e
s
 
d
e
r
 
Europiiischen 
G
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
e
n
 
iiber 
d
e
n
 

K
o
n
z
e
r
n
a
b
s
c
h
l
u
B
,
 
in: 
D
e
r
 B
e
t
r
i
e
b
 1
9
8
3
,
 
B
e
i
l
a
g
e
 N
r
.
 1
9
,
 
S. 
3
;
 vgl. 
a
u
c
h
 Niessen, 
a. 
a. 
o. 
(Fn. 3
6
)
,
 
S. 
6
5
4
.
 

(
3
9
)

定
款
規
定
に
基
づ
く
支
配
的
影
響
力
に
つ
い
て
は
、
監
査
役
の
派
遣
権
（
株
式
法
一

0
一
条
二
項
）
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
支
配
的
影
響
力
と
し

て
は
不
十
分
で
あ
り

(
G
&ler, 
a. 
a. 
0. 
(
F
n
.
 1
3
)
,
 
§

1

7

 A
n
m
.
 5
2
)
、
ま
た
、
多
数
議
決
権
（
株
式
法
―
二
条
二
項
）
が
規
定
さ
れ
た
場

合
は
、
指
令
一
条
一
項
伺
な
い
し
⑯
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
他
の
支
配
手
段
、
た
と
え
ば
総
会
決
議
を
第
三
者
の
同
意
に
か
か
ら
し
め

る
よ
う
な
定
款
規
定
は
無
効
で
あ
る

(Wiirdinger,
a. 
a. 
0. 
(Fn. 1
2
)
,
 
§

1

7

 A
n
m
.
 7
)
。
し
た
が
っ
て
、
定
款
規
定
に
基
づ
い
て
親
子
企

業
関
係
が
存
在
す
る
よ
う
な
事
例
は
、
西
ド
イ
ツ
の
場
合
、
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

五

E
C
第
七
号
指
令
に
よ
る
連
結
の
範
囲

~ 
(-―――-） 



関
法

第
五

第
三
五
巻
第
一
号

連
結
の
除
外
規
定

指
令
は
、
連
結
範
囲
を
基
本
的
に
は
形
式
的
基
準
に
よ
っ
て
画
定
す
る
た
め
、

（
―
-
四
）

(
4
0
)
 

V
 gl. 
GeBler, 
a, 
a, 
0.
（

F
n
.
 3
)
,
 
§
A
n
m
.
 3
3
.
 

(
4
1
)
 

Vgl. 
S
a
h
n
e
r
/
K
a
m
m
e
r
s
,
 a. 
a. 
0. 
(Fn. 
11), S. 
2
1
5
2
.
 

(
4
2
)

参
加
的
持
分

(participating
interest, 
B
e
t
e
i
l
i
g
u
n
g
e
n
)

に
つ
い
て
、

E

C
第
四
号
指
令
一
七
条
は
、
「
本
指
令
に
い
う
参
加
的
持
分

（
資
本
的
参
加
関
係
）
と
は
、
証
券
に
よ
り
表
章
さ
れ
て
い
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
他
の
企
業
の
資
本
に
お
け
る
持
分
で
あ
っ
て
右
他
企
業
と
の

問
に
持
続
的
結
合
関
係
を
創
設
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
会
社
の
活
動
に
寄
与
せ
し
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
を
い
う
。
他
の
会
社
の
資
本

を
一
部
保
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
加
盟
国
が
1

1

0
バ
ー
セ
ン
ト
以
内
を
基
準
と
し
て
定
め
る
比
率
を
超
え
る
と
き
は
、
参
加
的
持
分

が
あ
る
も
の
と
推
定
す
る
。
」
と
規
定
す
る
（
山
口
幸
五
郎
編
・

E

C
会
社
法
指
令
(
-
九
八
四
）
二
四
二
頁
参
照
）
。

(
4
3
)
 Vgl• 

Niessen, 
a. 
a. 
0. 
(Fn. 3
6
)
,
 
S. 
6
5
5
.
 

(
4
4
)
 

Vgl. 
S
a
h
n
e
r
/
K
a
m
m
e
r
s
,
 a. 
a. 
0. 
(
F
n
.
 
11), 
S. 
2
1
5
2
.
 

(
4
5
)
 

V
g
l
.
 N
 
.B• 

Niessen, 
a. 
a. 
0. 
(Fn. 3
6
)
,
 
S. 
6
5
4
 f.
 

(
4
6
)
 

Vgl. N
 .
 

B. 
Bolin, 
M
a
n
f
r
e
d
/
Z
u
n
d
o
r
f
,
 Horst, 
Z
u
r
 P
r
o
b
l
e
m
a
t
i
k
 d
e
r
 K
o
z
e
r
n
r
e
c
h
n
u
n
g
s
l
e
g
u
n
g
 n
a
c
h
 d
e
r
 7
.
 
E
G
 
,
 
Richtlinie, 

i
n
 "
 Betriebs ,
 
B
e
r
a
t
e
r
 1
9
8
3
,
 
S. 1
4
4
7
;
 
Biener, 
a. 
a. 
0. 
(Fn. 3
8
)
,
 
S. 
3
;
 S
a
h
n
e
r
/
K
a
m
m
e
r
s
,
 a. 
a. 
0. 
(Fn. 
11), S. 
2
1
5
2
.
 

企
業
や
含
め
る
こ
と
自
体
が
む
し
ろ
妥
当
で
は
な
い
企
業
が
連
結
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
各
国
で
認
め
ら
れ
て
い
る
の
と
同

嵐
虚
、
指
令
も
ま
た
、

一
連
の
連
結
除
外
規
定
を
定
め
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
除
外
の
し
か
た
が
連
結
の
禁
止
、
連
結
の
選
択
権
と
区
々

(48) 

と
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
種
々
の
問
題
を
は
ら
む
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

指
令
は
ま
ず
、
第
一
六
条
三
項
所
定
の
、
連
結
計
算
書
に
組
入
れ
ら
れ
る
企
業
全
体
の
資
産
、
負
債
、
財
務
お
よ
び
損
益
の
状
況

一
般
的
に
連
結
計
算
書
に
含
め
る
必
要
性
の
な
い

―
―
四



―
―
五

に
つ
い
て
真
実
か
つ
公
正
な
概
観
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
連
結
計
算
書
の
目
的
に
つ
い
て
重
要
で
な
い
企
業
は
連
結
す
る
必

ツ
ェ
ル
ン
の
財
産
状
況
お
よ
び
収
益
状
況
の
表
示
が
害
さ
れ
な
い
と
き
は
、
こ
れ
を
組
入
れ
な
い
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
（
一
ニ
ニ
九
条
二

項
二
文
）
。

こ
れ
は
、

い
わ
ゆ
る
重
要
性
の
原
則
の
適
用
で
あ
る
。
こ
の
あ
ま
り
重
要
で
な
い
企
業
の
連
結
除
外
に
つ
い
て
は
、
西
ド
イ

ツ
に
お
い
て
、
そ
の
判
断
基
準
が
不
明
確
で
あ
る
と
の
批
郭
‘
あ
る
い
は
、

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企
業
が
実
際
に
あ
ま
り
重
要
で
な
い
な
ら
、

(50) 

会
計
実
務
の
経
済
性
を
考
慮
し
て
と
く
に
選
択
権
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
連
結
に
は
手
数
が
か
か
ら
な
い
と
の
批
判
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
重
要
性
の
原
則
は
、
国
際
的
に
も
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
適
用
に
問
題
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
指
令
は
、
二
つ
以
上
の
企
業
が
第
一
三
条
一
項
の
要
件
を
満
た
す
場
合
で
も
、
合
わ
せ
て
重
要
で
あ
る
限
り
連
結
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
(
-
三
条
二
項
）
。

「
⑭
厳
し
い
長
期
の
制
限
に
よ
っ
て
、
叫
当
該
企
業
の
資
産
ま
た
は
経
営
に
対
す
る
親
企
業
の
権
利
の
行
使
、

次
に
、
指
令
は
、

ま
た
は
、

bb
契
約
も
し
く
は
定
款
規
定
に
基
づ
い
て
水
平
グ
ル
ー
プ
を
構
成
す
る
企
業
の
統
一
的
指
揮
の
行
使
が
実
質
的
に
阻
害
さ
れ
る

場
合
」
、
当
該
企
業
は
連
結
す
る
必
要
が
な
い
も
の
と
す
る
（
ニ
―
一
条
―
―
―
項
）
。
こ
れ
ら
の
除
外
規
定
の
う
ち
、
回
は
株
式
法
に
お
け
る
コ

ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
報
告
価
値
を
侵
害
す
る
場
合
（
三
二
九
条
二
項
三
文
）
に
関
連
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
か
か
る
事
例
に
お
い

て
、
指
令
は
親
企
業
の
連
結
選
択
権
を
認
め
る
の
に
対
し
株
式
法
は
連
結
禁
止
と
す
る
。

株
式
法
の
場
合
、

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企
業
に
つ
い
て
破
産
手
続
が
開
始
さ
れ
た
場
合
、
当
該
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企
業
は
破
産
管
財
人
の
指
揮

の
も
と
に
あ
り
、
す
で
に
上
位
会
社
の
統
一
的
指
揮
の
も
と
で
統
括
さ
れ
て
お
ら
ず
、
第
三
二
九
条
一
項
一
文
の
前
提
要
件
を
欠
い
て
コ
ン

ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
に
組
入
れ
ら
れ
る
べ
き
コ
ソ
ツ
ェ
ル
ソ
企
業
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
、
同
条

1

一
項
一
二
文
に
よ
る
連
結
禁
止
以
前
の

E
C
第
七
号
指
令
に
よ
る
連
結
の
範
囲

要
が
な
い
と
す
る
（
二
ニ
条
一
項
）
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

株
式
法
も
同
様
に
、

（
―
-
五
）

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企
業
が
あ
ま
り
重
要
で
な
い
た
め
コ
ン



ソ
決
算
書
に
組
入
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、

J

の
選
択
権
が
不
当
に
利
用
さ
れ
る
な
ら
ば
、

コ

「
資
産
ま
た
は

関
法
第
一

1

一
五
巻
第
一
号

(51~ 

問
題
で
あ
る
し
た
が
っ
て
、
指
令
の
除
外
規
定
と
関
連
す
る
議
論
は
、
主
と
し
て
国
外
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企
業
の
場
合
で
あ
る
。
株
式
法

上
、
国
外
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企
業
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
へ
の
組
入
れ
は
任
意
と
さ
れ
る
が
、
為
替
制
限
な
い
し
資
金
移
動
制
限
が
厳
し

い
場
合
に
は
、
当
該
企
業
の
連
結
に
よ
っ
て
コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
貸
借
対
照
表
の
報
告
価
値
が
侵
害
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
場
合
、
上

(
5
2
)
 

位
会
社
は
選
択
権
の
行
使
に
よ
る
連
結
を
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
か
か
る
見
解
に
対
し
て
は
、
所

在
地
国
に
お
け
る
資
金
の
移
動
可
能
性
や
通
貨
の
交
換
性
に
制
限
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
た
め
に
国
外
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企
業
を
コ
ン
ツ
ェ
ル

と
す
る
ド
イ
ッ
経
営
監
査
士
協
会
の
意
見
表
明
が
あ
り
、
ま
た
、
む

(
5
3
)
 

し
ろ
最
近
で
は
、
そ
う
し
た
諸
制
限
自
体
を
根
拠
と
す
る
連
結
除
外
は
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
見
解
が
支
配
的
だ
と
い
わ
れ
る
。

指
令
は
「
厳
し
い
長
期
の
制
限
」
の
内
容
を
明
確
に
定
義
し
て
い
な
い
が
、
破
産
、
清
算
手
続
の
開
始
等
に
よ
っ
て
、

経
営
に
対
す
る
親
企
業
の
権
利
の
行
使
」
が
阻
害
さ
れ
る
場
合
に
、
親
企
業
が
な
お
通
常
の
親
子
企
業
問
の
関
係
に
相
応
す
る
よ
う
な
形

態
に
お
い
て
当
該
企
業
と
経
済
的
諸
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
の
か
は
疑
問
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
場
合
、
親
企
業
は

少
な
く
と
も
当
該
子
企
業
と
の
従
来
の
経
済
的
諸
関
係
を
断
ち
、

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

そ
の
結
果
、
当
該
子
企
業
は
子
企
業
と
し
て
の
特
性
を
具
有
せ
ず
、
も

は
や
指
令
の
意
味
に
お
け
る
「
連
結
さ
れ
る
べ
き
子
企
業
」
で
は
な
く
な
っ
て
、
連
結
か
ら
除
外
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
な
る
の
で
は
な
い

(54) 

か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
国
外
子
企
業
に
つ
き
、
当
該
企
業
の
所
在
地
国
に
お
い
て
資
金
の
移
動
に
関
す
る
制
限
が
あ
る
な
ど
の
場
合
、

こ
れ
を
連
結
除
外
と
す
る
こ
と
に
疑
問
を
提
示
す
る
見
解
が
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
指
令
は
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
つ
き
、

連
結
の
選
択
権
を
認
め
る
わ
け
で
あ
る
が
、
西
ド
イ
ツ
株
式
法
の
議
論
に
お
い
て
は
、

ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
は
コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
の
財
産
状
況
お
よ
び
収
益
状
況
に
つ
い
て
の
可
能
な
か
ぎ
り
信
頼
で
き
る
概
観
を
与
え
る
も
の
で

(55) 

と
い
う
原
則
に
反
す
る
結
果
と
な
る
危
険
性
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
連
結
計
算
書
を
し
て
信
頼
で
き

―
―
六

(
-
―
六
）



値
が
著
し
く
侵
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、

こ
れ
は
、

も
当
該
企
業
は
連
結
す
る
必
要
が
な
い
も
の
と
す
る
。

五
さ
ら
に
指
令
は
、

株
式
法
の
知
ら
な
い
甚
準
で
あ
る
。

を
伴
う
場
合
も
連
結
の
必
要
は
な
い
(
-
三
条
三
項
⑯
）
。

四

―
―
七 指

令
は
、

一
般
に
は
、
単
に
一
時
的
に
コ
ン
ツ
ェ

る
情
報
手
段
と
し
、
さ
ら
に
は
連
結
計
算
書
相
互
の
比
較
を
可
能
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
連
結
の
選
択
権
を
回
避
す
べ
き
で
あ
っ
た

(
5
6
)
 

と
思
わ
れ
、
批
判
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

指
令
に
お
い
て
は
、
連
結
計
算
書
の
作
成
の
た
め
に
必
要
な
情
報
を
入
手
す
る
た
め
に
不
釣
り
合
い
な
費
用
ま
た
は
過
度
の
遅
延

(
5
7
)
 

い
く
か
の
国
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
る
が
、

必
要
な
情
報
を
入
手
す
る
た
め
に
要
す
る
費
用
の
妥
当
性
は
、
連
結
計
算
書
の
情
報
価
値
と
の
衡
量
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
か
ら
、
当

該
企
業
を
連
結
す
る
か
否
か
は
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
過
度
の
遅
延
の
場
合
も
、
ま
ず
当
該
企
業
の
連
結

に
よ
っ
て
連
結
計
算
書
の
情
報
価
値
が
よ
り
高
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
評
価
さ
れ
た
う
え
で
、
連
結
す
る
か
否
か
が
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
指
令
が
過
度
の
遅
延
の
み
に
よ
っ
て
連
結
の
選
択
を
認
め
る
場
合
に
は
、
適
切
な
除
外
基
準
と
は
い
え

(
5
8
)
 

な
い
で
あ
ろ
う
。一

時
的
所
有
の
場
合
を
想
定
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、

ル
ン
に
帰
属
す
る
に
す
ぎ
な
い
企
業
は
、
連
結
か
ら
除
外
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な

企
業
を
連
結
す
る
な
ら
ば
、

「
当
該
企
業
の
株
式
ま
た
は
出
資
持
分
が
専
ら
転
売
目
的
で
保
有
さ
れ
て
い
る
場
合
」

コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
決
算
書
の
継
続
的
な
比
較
が
困
難
と
な
り
、
そ
の
結
果
、

(
5
9
)
 

連
結
禁
止
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

E
C
第
七
号
指
令
に
よ
る
連
結
の
範
囲

こ
れ
に
対
し
て
、

（
ニ
―
一
条
一
二
項
伺
）
に

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
報
告
価

短
期
性
を
「
転
売
目

的
」
と
い
う
主
観
的
な
要
件
で
把
握
し
、
ま
た
、
連
結
を
選
択
に
委
ね
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
親
企
業
が
当
該
企
業
の
株
式
を
実
際
に

J

の
よ
う
な
除
外
基
準
は
、

(
-
―
七
）



第
三
五
巻
第
一
号

一
般
に
は
そ
う

は
数
年
後
に
や
っ
と
譲
渡
し
、
あ
る
い
は
相
当
長
期
に
わ
た
っ
て
保
有
し
続
け
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
と
に
か
く
転
売
を
目
的
に
保
有

し
て
い
る
と
い
う
理
由
で
連
結
さ
れ
な
い
可
能
性
は
、
十
分
に
考
え
ら
れ
組
。
短
期
性
の
客
観
的
要
件
を
欠
き
、
そ
の
結
果
、
連
結
選
択

権
の
濫
用
の
危
険
性
が
増
大
す
る
こ
と
に
な
る
点
に
は
、
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

最
後
に
、
指
令
第
一
四
条
一
項
は
、
連
結
す
べ
き
一
も
し
く
は
そ
れ
以
上
の
企
業
の
活
動
が
極
め
て
異
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
連

結
に
含
め
る
な
ら
ば
第
一
六
条
三
項
に
い
う
真
実
か
つ
公
正
な
概
観
の
表
示
と
い
う
目
標
と
両
立
し
な
く
な
る
よ
う
な
場
合
、
第
一
―
―
―
―
一
条

に
よ
る
持
分
法
の
適
用
は
妨
げ
な
い
が
、
連
結
か
ら
除
外
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
規
定
す
る
。
こ
れ
は
、

い
わ
ゆ
る
異
業
種
企
業
の

各
国
に
お
い
て
、
従
来
は
、
親
会
社
と
異
質
の
営
業
活
動
を
営
む
子
会
社
を
連
結
に
含
め
る
こ
と
は
、
結
合
企
業
間
の
営
業
活
動
の
同

質
性
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
利
害
関
係
者
の
財
務
諸
表
に
関
す
る
判
断
を
誤
ら
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
、

し
た
異
業
種
子
会
社
は
連
結
か
ら
除
外
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
個
別
企
業
自
体
に
お
け
る
営
業
活
動
の
多
角
化

の
進
展
の
な
か
で
、
こ
れ
ら
の
成
果
が
個
別
財
務
諸
表
に
集
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
異
業
種
企
業
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
企

業
集
団
に
あ
っ
て
も
、
営
業
活
動
の
同
質
性
よ
り
む
し
ろ
営
業
活
動
の
一
体
性
と
い
う
観
点
の
も
と
で
連
結
範
囲
が
次
第
に
拡
大
さ
れ
て

き
て
い
る
の
が
国
際
的
傾
向
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

S
E
C
財
務
諸
表
規
則
S
I
X
四
ー

0
七
条
に
お
い
て
は
、
登
録
会
社
は
金
融
事
業

(61~ 

を
営
む
子
会
社
で
あ
っ
て
も
、
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
連
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
弾
力
的
な
取
り
扱
い
を
し
て
い
る

国
際
会
計
甚
準
に
お
い
て
も
、
異
業
種
子
会
社
に
つ
き
、
連
結
財
務
諸
表
と
と
も
に
子
会
社
の
個
別
財
務
諸
表
を
提
示
す
る
ほ
う
が
、
親

会
社
の
株
主
お
よ
び
そ
の
他
の
利
用
者
に
対
し
て
よ
り
良
い
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
子
会
社
を
連

(
6
2
)
 

結
除
外
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
の
弾
力
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
ま
た
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
五
条
一

連
結
除
外
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。

六

関
法

―
一
八

(
-
―
八
）



E
C
第
七
号
指
令
に
よ
る
連
結
の
範
囲

連
結
禁
止
と
す
る
こ
と
自
体
が
批
判
を
免
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

る
営
業
活
動
を
行
う
各
コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
企
業
は
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
に
含
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、

た
と
い
わ
加
筵
。
ま
た
、

コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
決
算
書
へ
の
組
入
に
よ
っ
て
そ
の
報
告
価
値
が
侵
害
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン

企
業
を
連
結
禁
止
と
す
る
旨
を
定
め
た
株
式
法
の
改
正
草
案
規
定
（
三
二
五
条
二
項
三
文
）
に
つ
い
て
、
株
式
法
改
正
草
案
理
由
書
は
、

著
し
く
業
種
を
異
に
す
る
企
業
が
こ
の
連
結
禁
止
に
該
当
し
う
る
も
の
と
し
て
い
た
し
か
し
、
具
体
的
に
何
が
報
告
価
値
を
侵
害
す
る

も
の
で
あ
る
か
は
、
株
式
法
の
規
定
（
三
二
九
条
二
項
三
文
）
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
今
日
で
は

む
し
ろ
、
異
な
る
経
済
活
動
を
行
う
企
業
を
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
に
統
合
す
る
こ
と
が
、
ま
さ
に
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
本
質
に
適
っ
て
い

(65) 

る
、
と
の
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
通
常
は
、
か
か
る
企
業
を
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
に
組
入
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ

(66) 

て
、
ま
さ
に
そ
の
報
告
価
値
が
侵
害
さ
れ
る
と
指
摘
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
認
識
か
ら
す
れ
ば
、
異
業
種
企
業
を
連
結
禁
止
と
す
る
指
令
の
規
制
は
現
在
よ
り
も
後
退
す
る
も
の

(
6
7
)
 

と
受
け
取
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
指
令
は
、
こ
の
場
合
の
連
結
禁
止
を
制
限
す
る
規
定
を
置
い
て
は
い
る
が
、
段
階
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、

技
術
的
な
関
連
を
も
た
な
い
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
に
つ
い
て
は
、

西
ド
イ
ツ
の
場
合
も
、

し
て
い
る
。

か
つ
て
は
、

―
―
九

項
四
号
の
「
利
害
関
係
人
の
判
断
を
誤
ら
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
会
社
」
に
関
し
て
、
同
規
則
取
扱
要
領
第
九
は
、
子
会
社

事
業
の
種
類
、
内
容
等
が
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
ま
た
は
他
の
連
結
子
会
社
と
著
し
く
異
な
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
、
規
則
第
五
条

一
項
四
号
の
会
社
に
該
当
し
な
い
こ
と
に
留
意
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
異
業
種
会
社
を
連
結
除
外
と
す
る
こ
と
に
つ
き
慎
重
な
姿
勢
を
示

コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
貸
借
対
照
表
に
は
報
告
能
力
が
な
く
、

い
わ
ゆ
る
「
非
有
機
的
」
な
コ
ソ
ツ
ェ
ル
ソ
、

つ
ま
り
、

し
た
が
っ
て
、
異
な

と
す
る
見
解
が
支
配
的
で
あ
っ

(
-
―
九
）

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
各
会
社
が
相
互
に
生
産



関
法

第
三
五
巻
第
一
号

(47)

各
国
の
連
結
範
囲
の
画
定
基
準
に
つ
い
て
は
、
岸
田
雅
雄
・
結
合
企
業
会
計
の
法
的
規
制
（
一
九
八
四
）
三
九
頁
、
同
「
イ
ギ
リ
ス
企
業
結
合

会
計
の
法
的
規
制
」
神
戸
法
学
雑
誌
三
四
巻
一
号
（
一
九
八
四
）
五
頁
以
下
、
国
際
会
計
基
準
等
に
つ
い
て
は
、
黒
田
•
前
掲
書
（
注2
)
-
―

七
頁
以
下
参
照
。

(
4
8
)

本
稿
で
は
、
企
業
規
模
、
業
種
等
に
よ
る
除
外
規
定
に
つ
い
て
は
扱
わ
な
い
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
岸
田
・
前
掲
（
注
1
）
一
―
-
三
二
頁
以
下

黒
田
・
前
掲
（
注
1
)
四
八
頁
参
照
。

(

4

9

)

 Vgl• 
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Karlheinz, 
D
i
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 d
e
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u
n
g
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g
e
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A
k
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G
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 Da
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c
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s
t
u
d
i
u
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9
7
5
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S. 
4
3
0
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(
5
0
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V
 gl. 
B
u
s
s
e
 v
o
n
 C
o
l
b
e
/
O
d
e
l
h
e
i
d
e
,
 
a. 
a. 
0. 
(Fn. 3
)
,
 
S. 
8
7
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(
5
1
)
 

Barz, 
a. 
a. 
0. 
(Fn. 4
)
,
 
§
3
2
9
 A
n
m
.
 3
5
.
 
清
算
手
続
が
開
始
さ
れ
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

(
5
2
)
 

V
 gl. 
e
b
e
n
d
a
,
 §
3
2
9
 A
n
m
.
 3
7
.
 

(

5

3

)

黒
田
・
前
掲
書
（
注
2
)

一
四
四
頁
以
下
参
照
。

(

5

4

)

 

V
g
l
.
 
S
a
h
n
e
r
/
K
a
m
m
e
r
s
,
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a. 
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(
F
n
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1
)
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S. 
2
2
1
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(
5
5
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V
 gl. 
Barz, 
a. 
a. 
0. 
(Fn. 4
)
,
 
§
3
2
9
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n
m
.
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7
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(

5

6
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Vgl. 
S
a
h
n
e
r
/
K
a
m
m
e
r
s
,
 a. 
a. 
0. 
(
F
n
.
 1
1
)
,
 
S. 
2
2
1
1
.
 

(

5

7

)

た
と
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
一
九
四
八
年
会
社
法
は
、
得
ら
れ
る
価
値
に
比
し
て
費
用
や
時
間
が
か
か
り
す
ぎ
る
と
考
え
る
と
き
は
支
配
会
社
は

集
団
計
算
書
作
成
義
務
を
負
わ
な
い
と
す
る
(
-
五0
条
二
項
⑯
）
。
岸
田
•
前
掲
（
注4
7
)三
四
巻
一
号
五
頁
参
照
。

(
5
8
)
 

V
g
l
.
 
S
a
h
n
e
r
/
K
a
m
m
e
r
s
,
 a. 
a. 
0. 
(
F
n
.
 1
1
)
,
 
S. 
2
2
1
2
.
 

(

5

9

)

 Vgl• 

Kronstein, Heinrich, 
in :
 Ko
l
n
e
r
 K
o
m
m
e
n
t
a
r
 z
u
m
 Aktiengesetz, K
o
l
n
 ,
 
Berlin ,
 
B
o
n
n
 ,ァミ
iinchen
1
9
7
1
,
 
§
3
2
9
 A
n
m
.
 

2
9
;
 
B
u
s
s
e
 v
o
n
 C
o
l
b
e
/
O
d
e
h
e
i
d
e
,
 a. 
a. 
0. 
(Fn. 3
)
,
 
S. 
7
3
 f. 
B
u
s
s
e
 v
o
n
 C
o
l
b
e
/
O
d
e
l
h
e
i
d
e
は
、
一
臨
泣
切
な
渦
～
半
痴
8

可
字
有
の
場
合

に
は
、
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
指
揮
者
に
よ
る
統
一
的
指
揮
が
行
使
さ
れ
る
状
態
に
な
い
点
か
ら
も
、
連
結
か
ら
除
外
す
べ
き
も
の
と
す
る
。

e
b
e
n
d
a
,

s. 7
4
.
 

(
6
0
)
 

V
g
l
.
 
S
a
h
n
e
r
/
K
a
m
m
e
r
s
 `
 
a. 
a. 
0. 
(Fn. 1
1
)
,
 
S. 
2
2
1
1
.
 
な
お
、
わ
が
国
の
連
結
財
務
諸
表
規
則
は
、
議
決
権
の
過
半
数
を
一
時
的
に
所

有
す
る
場
合
、
連
結
の
範
囲
に
含
め
な
い
も
の
と
す
る
（
五
条
一
項
三
号
）
が
、
同
規
則
取
扱
要
領
第
八
は
、
「
直
前
連
結
会
計
年
度
末
に
お
い

1110 
（ーニ
0
)



は
異
な
る
も
の
を
採
用
す
る
。
す
な
わ
ち
、

が
ら
検
討
し
た
。

第
六

む

す

び

て
所
有
す
る
議
決
権
が
百
分
の
五
十
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
翌
連
結
会
計
年
度
以
降
そ
の
所
有
す
る
議
決
権
が
、
相
当
の
期
間
に
わ
た
っ
て
百
分

の
五
十
以
下
と
な
る
こ
と
が
確
実
に
予
定
さ
れ
て
い
る
場
合
」
に
一
時
的
な
所
有
と
認
め
る
。

(
6
1
)

武
田
隆
二
「
米
国
証
券
取
引
委
員
会
の
連
結
会
計
規
則
」
国
民
経
済
雑
誌
―
―
―

-0巻
一
号
（
一
九
七
四
）
六
五
頁
参
照
。

(
6
2
)

黒
田
・
前
掲
書
（
注
2
)
-
―
七
頁
参
照
。

(
6
3
)
 

V
 gl. 
B
u
s
s
e
 v
o
n
 C
o
l
b
e
/
O
d
e
l
h
e
i
d
e
,
 
a. 
a. 
0. 
(Fn. 
3
)
,
 
S. 
7
2
.
 

(

6

4

)

 

Kropff, 
a. 
a. 
0. 
(Fn. 5
)
,
 
S. 
439. 

(

6

5

)

 

Vgl. N
 .
 

B. 
A
d
l
e
r
/
D
i
i
r
i
n
g
/
S
c
h
m
a
l
t
z
,
 
a. 
a. 
0. 
(Fn. 4
)
,
 
§
3
2
9
 A
n
m
.
 8
4
.
 

(
6
6
)
 

B
u
s
s
e
 v
o
n
 C
o
l
b
e
/
O
d
e
l
h
e
i
d
e
,
 a. 
a. 
0.
（

F
n
.
 3
)
,
 
S. 
7
2
.
 

(
6
7
)

指
令
第
一
四
条
二
項
は
、
「
第
一
項
は
、
連
結
す
べ
き
企
業
が
単
に
一
部
製
造
業
、
一
部
商
業
、
一
部
サ
ー
ビ
ス
業
を
営
む
企
業
で
あ
る
と
い

う
理
由
で
、
あ
る
い
は
当
該
企
業
が
異
種
製
品
を
製
造
し
、
異
種
製
品
で
商
業
活
動
し
、
ま
た
は
異
種
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
と
い
う
理
由
で
適

用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
す
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、

E
C
第
七
号
指
令
に
よ
る
連
結
の
範
囲
を
、
西
ド
イ
ッ
株
式
法
に
よ
る
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
規
制
と
対
比
し
な

E
C
第
七
号
指
令
は
、
そ
の
原
則
的
な
基
準
に
つ
い
て
、
従
来
の
株
式
法
に
よ
る
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
決
算
書
の
連
結
範
囲
の
画
定
基
準
と

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
な
い
し
統
一
的
指
揮
と
い
っ
た
概
念
は
原
則
的
に
は
姿
を
消
し
て
し
ま
い
、

議
決
権
の
過
半
数
所
有
な
い
し
人
的
な
影
響
措
置
が
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
し
か
し
、
外
形
的
に
は
根
本
的
な
変
更
で
あ
り

な
が
ら
、
指
令
の
基
本
的
な
規
制
方
法
は
、
む
し
ろ
従
来
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ソ
決
算
書
規
制
の
欠
点
を
是
正
す
る
内
容
の
も
の
と
な
っ
て
お

E
C第
七
号
指
令
に
よ
る
連
結
の
範
囲

（
ー
ニ
ー
）



内
法
規
化
の
動
向
は
そ
の
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

第
三
五
巻
第
一
号

三
(
―
二
二
）

り
、
西
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
も
受
け
入
れ
や
す
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
他
方
、
連
結
の
除
外
規
定
に
つ
い
て
は
、
学
説
な
い
し
実
務
の
方
向

本
指
令
は
、
加
盟
国
が
一
九
八
八
年
一
月
一
日
よ
り
以
前
に
国
内
法
規
化
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
（
四
九
条
一
項
）
、
今

後
は
た
し
て
順
調
に
国
内
法
規
化
さ
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
の
か
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
同
時
に
、
翻
っ

て
、
わ
が
国
が
将
来
会
社
法
上
の
制
度
と
し
て
、

つ
ま
り
配
当
規
制
な
い
し
債
権
者
保
護
規
制
と
関
連
さ
せ
て
連
結
決
算
制
度
を
導
入
す

る
場
合
、
そ
の
連
結
範
囲
を
い
か
に
画
定
す
る
か
は
重
要
な
論
点
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
本
指
令
お
よ
び
こ
れ
に
基
づ
く
加
盟
各
国
の
国

と
対
立
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
種
々
見
受
け
ら
れ
る
。

関
法




